
☎407-8380　 407-8185

福岡市文化芸術振興財団
　伝統芸能や舞台芸術等の鑑賞事
業、学校へのアーティスト派遣を実施
し、文化芸術に親しむための機会を提
供しています。機関誌「wa」、財団ホー
ムページやWEBアートリエなどでは、
文化芸術情報の発信もしています。
　また、市民芸術祭などの活動者支援
事業を行っています。
　詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

Fukuoka Museum Info
　福岡市内の博物館・美術館等に関す
る情報を市ホームページ（「福岡ミュー
ジアムインフォ」で検索）に掲載してい
ます。

市民会館、パピオ・ビールーム、

経済観光文化局文化施設課

福岡フィルムコミッション
　映画・テレビドラマ・ＣＭなどの撮影
を支援しています。撮影時に通行人や
お店のお客さんなどの役でご出演いた
だけるエキストラ会員を募集していま
す。会員登録はホームページから。

ぽんプラザホール、塩原音楽・演劇練習場、
千早音楽・演劇練習場⇨P.74～75
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　市学習情報提供システム「まなびア
イふくおか」には、福岡都市圏で開催
される講座・イベント情報、市内の公民
館情報などの学習情報や市地域人材
バンクの講師・指導者情報を掲載して
います。

　「アジアと創る」をコンセプトに、毎年9～10月にアジアの今が体感できる事業を実施しているアジアンパーティ。例年「The Creators」や
「福岡アジア文化賞」のほか、民間企業・団体等と連携した事業を開催しています。
■The Creators ～最先端エンターテインメント体感型フェス～
　市役所西側ふれあい広場等において、大人から子どもまで多くの人が一日中「アジア」「クリエイティブ」「今」を楽しみながら体感できるイ
ベントを開催。
■福岡アジア文化賞
　アジアの学術研究や芸術・文化に貢献した個人・団体を顕彰し、授賞式や市民フォーラムなどを開催。

市民局市民公益活動推進課
711-4283  　 733-5768

ＮＰＯ法人の認証・認定については
同課ＮＰＯ認証・認定係
711-4927  　 733-5768

〒810-0021　中央区今泉1-19-22
天神クラス4階

　自治組織が集会施設を新築、購入、
増改築、修繕、借上（年間借上・会議
室等借上）、借上空き家改修するため
の費用の一部補助や、集会施設用地
を購入する際の金融機関からの融資を
斡旋する制度です。いずれの助成にも
一定の要件があります。

　市内の自治会・町内会、自治協議会
活動や公民館主催事業などの地域活動
で発生する万一の事故に備えて、市が
加入する保険制度です。事前登録不要
ですが、保険の対象になる団体や活動
に一定の要件があります。

　NPO活動支援基金を活用したNPO
法人が行う公益活動への助成や、NPO
と市との共働に関する相談、NPO法人
の認証・認定等、市民公益活動の支援
を行っています。
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https://www.ffac.or.jp/
（財団ホームページ）
http://artlier.jp/
（WEBアートリエ）

https://www.f-marathon.jp/

https://www.fnvc.jp/

載しています。各区地域支援課で配布
しています。

　市では、概ね小学校区ごとに公民館
を設置しています。公民館は、住民が
気軽に利用でき、集い、学び、人と情報
が集まる場所として、公民館を拠点にさ
まざまな地域活動が展開されています。
　公民館の利用については、各公民館
にお問い合わせください。

まなびアイふくおか（市学習情報提供
システム）

市ＮＰＯ・ボランティア交流センター
「あすみん」

市NPO・ボランティア交流セン
ター「あすみん」

アジアンパーティ（例年9～10月）

（公財）福岡市文化芸術振興財団

福岡マラソン
　参加者1万4,000人規模の大会が
11月10日（日）に開催されます。マラ
ソン（42.195km）と車いす競技、ファン
ラン（ともに5.2km）の3種目。
　市民局スポーツ事業課
☎711-4494　 733-5595

市スポーツ協会

⇨P.75

市民局スポーツ推進課
711-4657　 733-5595
市民局スポーツ施設課
711-4099　 733-5595

市民局生涯学習課
711-4653　 733-5768

経済観光文化局文化振興課
711-4665　 711-4354

　ボランティアの支援・登録・紹介を
行っています。

　市レクリエーション協会
☎ 707-6617　  707-6600

町内会活動支援事業
　自治会・町内会が行う地域の活性化
や課題解決につながる幅広い活動の経
費を助成しています。

　 10：00～22：00（日曜・祝日は18：00まで）

　自治会・町内会など（地縁による団
体）は、一定の要件のもとで市長の認
可を受け、法人格を取得することがで
きます。法人格を取得した団体は、所
有する不動産について、自治会・町内
会などの名義で登記することなどが可
能になります。

各区生涯学習推進課（中央・南
区は地域支援課）⇨P.22～25
市民局公民館支援課

733-5748

711-4354

P.71

まなびアイふくおかでご確認ください。

http://gakushu.city.fukuoka.
lg.jp/


